
 

 

 

 

 

 

 
 
 

学校等の建替えの機会を捉えた公共建築物の多目的化・複合化等の再編整備を進める

ため、基本的な考え方や取組の方向性をとりまとめた「横浜市公共建築物の再編整備の

方針」の策定を進めています。 
策定にあたって幅広く市民の皆様のご意見を伺うため、方針（素案）について市民意

見募集を実施します。 

 

１ 素案の公表について 

【素  案】別添のとおり 

【閲覧場所】財政局公共施設・事業調整課窓口、各区役所広報相談係窓口、 

市民情報センター 

【ウェブ公開】横浜市ウェブサイトでご覧いただけます。 

※http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/hozenrikatuyo/saihenseibi.html 

 

２ 市民意見募集について 

【募集期間】平成 29 年 10 月 24 日（火）～11 月 27 日（月）（郵送の場合は当日消印有効） 

【提出方法】下記のいずれかの方法でお送りください。様式は自由です。 

◆郵送の場合  〒231-0017 横浜市中区港町 1-1 

横浜市財政局 公共施設・事業調整課 保全・利活用計画担当 行 

◆電子メールの場合  za-hozen@city.yokohama.jp 

◆FAX の場合  045-651-7599 

◆注意事項 電話又は口頭でのご意見は対応できませんので、ご了承ください。 

また、ご意見への個別の回答はいたしませんが、市の考え方とあわせて 

ウェブサイトで公表します。 

「横浜市公共建築物の再編整備の方針（素案）」について 

市民意見募集を実施します。 

港 北 区 連 合 町 内 会 

1 0 月 定 例 会 説 明 資 料 

平 成 2 9 年 1 0 月 2 0 日 
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横浜市公共建築物の再編整備の方針（素案）【概要版】 
 

横浜市の公共建築物はこれまでに長寿命化の取組みや、施設の劣化度合いや重要度を加味した保全方法など

の工夫を重ね、効率的な維持保全に努めてきましたが、今後、人口急増期に整備した建築物は一斉に建替えの

時期を迎えます。  

公共建築物は 70 年以上にわたり存在し続ける資産であり、今後、老朽化に伴う学校等の建替えが本格化す

ることを踏まえると、将来世代の負担を十分視野に入れ、今のうちから財政負担の軽減や平準化、公共建築物

の最適な配置に取り組み、施策の推進と財政の健全性の維持の両立につなげていくことが求められています。 

人口減少や人口構成の変化に伴う税収の伸び悩みなど、社会や地域のあり様が変わっていく中であっても、

公共建築物が将来にわたり地域まちづくりやコミュニティに貢献し続けるためには、人口急増期のような施設

整備・運営ではなく、新たな施設整備の考え方や運営を取り入れていくことが必要です。 

そこで、学校の建替え等の機会を捉え、施設の多目的化・複合化等の再編整備を進めることで施設配置の最

適化、運営の効率化に取り組み、必要な市民サービスを持続的に提供するとともに地域の活性化を目指します。 
 

 第１章 方針策定の趣旨 ～ 目指すべき方向性 ～【本編 p.1～p.3】                                     
 

 

 

 

 

 
  
 

 第２章 再編整備の基本的な考え方【本編 p.4～p.6】                                
 

１ 再編整備の基本的な考え方 

(1) 地域ごとに異なる課題・特性への対応：施設の柔軟な他用途への利用により地域に最適なサービスを提供 

(2) 地域コミュニティの維持・強化：多世代交流や分野の異なる地域団体の交流などを促す環境づくり 

(3) 多様な主体による市民サービスの提供：公民連携の推進による、多様な主体による市民サービスの提供 

(4) 保有する土地・建物の最大限の活用：既存の土地や低利用施設の活用、跡地の貸付・売却による財源確保 
 

２ 対象施設 
 

学校 小学校、中学校 

市民利用施設 
地区センター、コミュニティハウス、集会所、公会堂、図書館、国際交流ラウンジ、 

スポーツセンター、スポーツ会館、区民文化センター、市民プラザ、（区版）区民活動支援センター 

社会福祉施設 地域ケアプラザ、老人福祉センター、福祉保健活動拠点、保育園、放課後キッズクラブ 

市営住宅 市営住宅 

 
３ 多目的化・複合化のイメージ 

 

 

 

 
 
 
 

● 公共建築物の多目的化・複合化等により、効率的で利便性の高い運営のもと、将来も見据え、時代の 

ニーズに対応できる公共建築物へ再生します。 
 

● 地域を担う市民（自治会町内会、ＮＰＯ等）、企業、行政がまちの将来を見据えた対話や議論を通して、 

さらなる地域の活性化を図ります。 

建築物全体や建築物内の室・スペースを 

曜日・時間帯によって様々な用途で活用 

複数の異なる目的を持った施設を一つの 

建築物にまとめて整備し、事務室・廊下 

や類似用途の室等を共用 

資 料 



 第３章 再編整備の効果・留意点【本編 p.7～p.8】                                 
 

１ 再編整備により期待する効果 

地域コミュニティ拠点の形成、施設の相互利用・運営連携による利便性向上、整備・運営コストの効率化、 

民間ノウハウによる新たな市民サービスの提供 

２ 再編整備を進める上での留意点 

(1) 地域との調整：市民の日常生活や地域活動に与える影響に配慮し検討 

(2) 各施設の整備基準等との関係：整備基準（施設の標準面積、諸室の数等）や設置基準（例：１区に１館の 

設置等）を基本としながらも共用部分を設けるなど効率的な整備の検討 
 

 第４章 再編整備の進め方【本編 p.9～p.12】                                    
 

１ 全体方針 ～建替えや新たに整備する施設の基本構想・設計にあたっては、次の考えに基づき多目的化・複合化等を必ず検討～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 再編整備構想作成の進め方（p.35 参考資料５） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 施設本来の目的や機能を確保し、機能向上や地域の実情に合った多目的化・複合化等を検討します。 

② 多目的化・複合化等は、地域特性や地域ニーズなどを考慮しながら１件ごとに判断します。 

（敷地形状等の条件によっては、複合化が実施できない場合があります。） 

③ 既存施設の使用年数の延長や短縮の可能性も含め、地域における施設の最適化を図ります。 

④ 現行の整備基準等を前提に検討しますが、再編整備の内容に応じて柔軟な運用を検討します。 

⑤ 複合化等を行う際は、共用部分を設けるなど、効率的な整備を目指します。 

⑥ これまで行政ができなかった新たな機能の導入は民間による整備を基本として検討します。 

⑦ 再編整備構想の標準的な検討期間をあらかじめ定めるなど、計画的な検討を進めます。 

建替施設の決定・公表 

再編整備構想の検討開始 

再編整備構想の取りまとめ 

再
編
整
備
構
想
の
検
討
期
間 

再編整備の方針決定 

  

基本設計・実施設計・工事 

 地域課題・施設の整備状況の把握 

 再編整備で解決すべき課題整理 

 再編整備の対象エリアの検討 

 多目的化・複合化等の検討 等 

 検討プロジェクトの立ち上げ 

 再編整備の検討プロセスを地域へ説明 

 再編整備の方針の説明 

 再編整備構想(素案)の説明・調整 

 整備方法・運営方法の説明・調整 等 

再編整備構想(素案)の作成 

【庁内プロジェクトでの検討】 

【地域との調整】 
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